
令 和 2 年 度 園 児 募 集 要 項 

 
 

１. 募集人員 
  [令和 2 年 4 月入園] 

5 歳児 (年長児  令和 26.4.2 ～ 27. 4.1 生)  若干名 
4 歳児 (年中児  令和 27.4.2 ～ 28. 4.1 生)  若干名 
3 歳児 (年少児  平成 28.4.2 ～ 29. 4.1 生)  56 名 
上記のうち特別支援枠として 3 名程度 ※詳細は別紙をご覧ください。 

 
２. 入園願書の受付 
 ○受付日時 【一般入園児】 令和元年 10 月 1 日(火)午前 8:30～ 
  【特別支援希望児】 令和元年 10 月 5 日(土)午前 9:00～ 
 ○受付場所 光明寺幼稚園 職員室窓口 
 ○受付方法 入園の許可は先着順とし、予定人員に達し次第締め切らせていただきます。 
  但し、在園児の兄弟姉妹は、10 月 1 日正午までに願書を提出の場合、優先して受け付けます。 

※優先受付については、必ず事前にお問い合わせください。 
※当日来園できないやむを得ぬ事情のある方は事前にご相談ください。当園が認めた場合、郵送

による受付も可能ですが、9/27(金)必着とし、10/1(火)午前 10 時の受付として取り扱います。 
○手 続 [受付時にご用意いただくもの] 

・入園願書・入園児調査票・通園方法確認票 

・子育てのための施設利用給付認定・変更申請書等※10/31 までに 

※ 車でお越しの場合は、園舎裏(約 8 台)、豊川会館向側(約 30 台) の駐車場をご利用ください。路上での駐

停車は絶対にしないでください。 
※ 受付順は、定員を超えた場合（特別支援枠を含む）のキャンセル待ち順位のみに使用します。 

 
 入園後の諸費用（主なもの、令和 2 年度予定額）※諸費用は、変更となる場合があります。 

 入園料 15,000 円※入園時には徴収いたしませんが、初年度途中退園の場

合に無償化対象とならない額は納付していただきます。 
 授業料 月額 22,000 円 
 給食費 月額 4,200 円程度※給食不実施月も含め定額徴収、おやつ代含。 
  絵本代 月額 390～440 円（R1 年度実績） 
  行事費 月額 800 円程度※授業料等に含める場合があります。 
  教材費 年額 4,000 円～6,000 円程度（個人所有教材の実費） 
 母の会費 月額 100 円（R1 年度実績） 

(以下希望者のみ)   
 通園バス代 月額 2,200 円(往復)、1,500 円(片道)   
 預かり保育料 月額 2,000 円(要登録・平常月)、1 回 200 円(平常日) 

※無償化制度の運用内容が一部未確定のため、全ての費用は正式決定されておりません。 
 幼児教育無償化制度について 
詳細は、各市町村の案内をご覧ください。 

   【無償となる費用】〇入園料〈全世帯〉※初年度途中退園の場合は一部のみ。 
◎授業料〈全世帯〉※全額無償化対象の予定。 

            △預かり保育料〈保育所入所基準を満たしている世帯、おやつの費用は除く〉 
            △給食費のうち副食費〈小学 3 年生以下第 3 子以降、世帯収入 360 万円以下〉 

学校法人 終南学園 

 光明寺幼稚園 

Tel:0533-86-2879 



当園の概要 
 
教育目標 

 基本姿勢：幼稚園本来の 素朴
そ ぼ く

な姿を失わないようにし、子どもが安心して過ごせ、生き

るための力が養われるような教育環境としたいと考えています。 
 

  仏教情操を養うことを基本に、心やさしく元気で、だれとでも仲良く遊べる社会性豊

かな子の育成。 
  自然的、社会的事物にふれる機会を多く持ち、豊かな経験をさせる。 

 動植物、昆虫など実物に多く接するよう配慮する。 
 野菜等の栽培を通じ、生育の過程を知るとともに、収穫を体験し、食べる喜びを知る。 

  広い環境での遊びを通して、心身の発達を促す。 
  童話、紙芝居、パネルシアター、ペープサート、人形劇、及びその他視聴覚教材など

により豊かな情操を養うとともに、読書や文芸への興味を育てる。 
 正しい言語活動が形成されるよう配慮するとともに、外国語（英語）にも関心を持たせる。 

  社会道徳、衛生観念、物を大切にすることなど、基本的な生活習慣を養う。 
  紙、ひも、クレヨン、絵具、玩具などの使用を通じ、創造性や手の働きの発達を促す。 

 
 保育時間 
 通常保育 午前 9：00～午後 2：00（月～金曜日） 

    ※月曜日は弁当が必要です。火~金は給食実施（4 月の 3 歳児を除く）。 
    ※入園当初の一定期間は午前保育。（降園時刻 11：00～11：30） 
    ※外部講師による英語教室(年長児)、体操教室(年中児)を月 3 回程度実施しています。 
 預かり保育 通常 午後 2：00～午後 4：00（月～金） 

    ※入園後 1 ヶ月程度は、預かり保育の利用はできません。 
夏休み 午前 9：00～午後 4：00（月～金）※お盆期間は中断（10 日間程度） 

 預かり保育の費用 １ヶ月 2,000 円（平常月、要登録） 
臨時預かり１回 200 円 
※夏休み等の 1 日預かりは 1 回 500 円 

 通園方法 
当園職員による送迎は、園に近い方は徒歩、遠い方はバスにより行っています。 
朝のバスの運行時間は、午前 7：50～9：30 を目標としています。（現状は 9：50 着） 
朝は、バス全便到着までを自由遊びの時間としております。また、学期毎に便の交替を

行っています。（現行 2 台、計 6 便） 
 

 その他 
 園内で開催されている課外教室 

 絵画教室（古川先生）   月曜日 14：10～ 4～5 歳児 対象 
 体操教室（スポーツクラブトライル） 金曜日 14：15～ 4 歳児～小学生 対象 
 かきかた教室（杉江先生） 曜日未定 14：15～ 5 歳児対象（下半期） 

 
 

運 動 会 の ご 案 内 

 

 
来る 10 月 12 日(土)午前 9：30 より、当園第 66 回の運動

会を、園庭にて行います。※雨天時 8 日(月・祝)に延期 
 来年度入園予定児（今年度の満 3 歳児入園予定児を含む）

対象の「かけっこ」の種目がありますので、是非ご参加くだ

さい。（予定時刻は、11：00 頃です）  
 
 
 
 



 

教育委員会、小学校等への情報提供について 
 
 

各園児の適切な進路を検討するため、年中児（4 歳児）の３学期より、教育委員会

等と就学指導に関する情報交換を行っています。 
つきましては、以下の情報提供につき予めご承諾ください。 
  
 
 情報提供の内容と時期 

 
 法定の指導要録（本来は入学前月に進学先へ提出）に記載すべき内容を、必

要に応じ、年中児 3 学期頃より情報提供する。 
  ※医師の診断や療育手帳の交付状況等も含む。 
 
 豊川市所定の「就学予定者発達検査」（年長 9 月実施）の結果及び園の所見

を実施後に提出する。 
 
 
 情報提供先 

 
  就学先機関（教育委員会、小学校、特別支援学校等） 
  
 
 目的 

 
  園児の適切な就学先について、保護者、就学先機関、幼稚園の三者において、

円滑に検討、協議するため。 

 



特別な支援の必要なお子様の入園について 
 
  当園は、軽度の発達障がい児等を対象とする特別支援教育を行っており、各学年

（年少・年中・年長の 3 学年のみ）に 3 名程度の在籍を想定しています。 
支援対象児が、健常児との集団生活により、より良い刺激を受け、その発達が促

される効果を期待し、そのために必要な支援を行っています。 
また、この特別支援教育の実施により、健常児においても、苦手なことの多いお

子さんを気遣う気持ちが育つなど、情操面での効果が生じています。 
 

○保育について 
 保育体制  ・原則として、通常クラス内で保育を行います。 
  ・加配の担当教諭 1 名を配置します（各学年 1 クラス）。 
   ・加配教諭 1 人が 2～3 名の園児を担当します。 
  ※担任、担当教諭とも、療育や言語訓練に関する資格は有していません。 
 保育内容  ・原則として、担当教諭の支援を受けながら、同学年の健常児と同じ 
  活動、または同種の活動を行います。 
  ・状況に応じて、個別指導や低学年のクラスでの指導をします。 
 
○入園後の制限等 
 ・預かり保育及び通園バスは、原則として利用できません。 
 ・課外教室の利用もできない場合があります。 
 ・保育内容（園外での保育等）によって、保護者の同伴が必要な場合があります。 
 
○入園条件 
 ・療育手帳または医師の診断（意見）により、特別な支援が必要と認められる幼児。 
  ※毎年度、愛知県へ提出する書類（指定形式の診断書等）が必要です。 
  ※診断等を受けた都度、結果や状況を園へお知らせください。 
  ・療育や言語訓練が必要な場合は、他施設との併用利用をお願いしています。 
 【入園をお断りする幼児の例】 
  ・1 対 1 の保育が必要と認められる幼児 
  ・他児への突発的または執拗な暴力を行うことなどが相当に予測される幼児。 
  ・激しい発作、自虐行為等を繰り返す幼児。 
 
○入園手続 
 ↓・10 月 5 日(土)午前 9:00 より受付いたします（総定員内、定数 3）。 

 入園願書、入園児調査票をご提出ください。 
 ↓・願書受付後、面談の日程調整のご連絡をします。 
 ↓・面談（10～11 月） 
   ※受付順 4 番以降の方は、空きが生じた場合のみ面談のご案内をいたします。 
 ↓・関係機関（療育施設、保健師、医師、言語聴覚士等）との協議 
 ↓・入園許可または不許可のご連絡（2 月までを目安に） 

※ お子さんの入園が適当かどうかを判断した上で、願書の受付順に、各学年 1 名

の加配教諭が担当可能な範囲で入園を許可します。 
→「子育てのための施設利用給付認定・変更申請書」提出→・入園 

 
○授業料、保育日数等 
 ・入園料及び授業料は一般入園と同額です。 
 ・通園日数による授業料等の減免については未定です。 
 
※面談の結果、特別な配慮が不要と判断された場合、一般受付の定員内で通常入園がで

きます。支援の要否を迷われる場合は、受付順の確保のため、願書（写し）を、一般受

付日にご提出いただくか、9/27(金)までにご郵送ください。 



保護者各位 
光明寺幼稚園 

令和 2 年度無償化制度について 
 

 無償化制度の適用のためには、入園前に申請を行っていただく必要がございます。 
 申請にあたり、市からの文書をよくお読みになって幼稚園へ申請していただきた
く存じます。 
 なお、現在のところ、無償化については細部まで決定に至っておらず、豊川市と
の協議を重ねている状況ですので、未確定要素があり、金額等に変更の可能性がご
ざいますことをご了承ください。 
 
１．無償となるもの 

全世帯無償となるもの 
・授業料 ※全額無償化対象となる様に設定する予定です。 
・入園料 ※初年度の途中で退園または休園される場合は、無償とならな

い額が生じる場合があります。 
 

対象者のみ無償となるもの 
 [対象要件]保育所入所基準を満たす方。（就労等、新 2 号・3 号） 

・預かり保育料 月額 2,000 円のうち 1,700 円程度 
 [対象要件]小学 3 年生以下の出生順位が第 3 子以降のお子様、 

または年収 360 万円未満の世帯。 
  ・副食費（給食費のうち食材費、間食費）月額 4,200 円のうち約 1,700 円 
 

2．無償化の方法 
代理受領の対象費用  
保護者の支払いは不要です。園が市町村より給付金を受け取ります 

  ・授業料 
・入園料 ※12 分の 1 を毎月受領のため、年度途中退園等の場合は一部対象外 
・副食費 
 
償還払いの対象費用  
一旦保護者にご負担いただき、申請後還付されます（3 か月ごと）。 
・預かり保育料 



 
3．配布書類等 
 ◎全員配布分 
   無償化に関しては認定種別によって申請様式が異なります。 
   ・令和 2 年度 施設等利用給付認定の申し込みについて 
   ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第 30 条の 4 第 1 号) 
    ※２号・３号該当の方は、破棄してください。 
   ・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書（対象者のみ提出） 
 ◎個別配布 

・２号及び３号用の申請書類は園に用意がありますのでお申し出ください。 
・申請様式は、当園ホームページからもダウンロードできます。 

 
4．提出方法等 
  提出期限：10 月 31 日(木)※特別支援対象児は入園許可後に期限をご案内します。 
 
  提出場所：職員室窓口 ※幼稚園経由で豊川市へ提出します。 
 
  提出方法：保護者の方が申請書類をご持参ください。郵送可 
 

※ 申請書等に個人番号（マイナンバー）を記載した場合は、窓口で「情報保護
シール」を貼付してからご提出ください。 
（個人番号は無記入でも受け付けます。） 

※ 申請内容を秘匿されたい場合は、封筒に封をしてご提出ください。その場合、
封筒の表に「光明寺幼稚園」「入園児年齢」「園児名」「保護者名」を記載し
てください。 
または、市役所へ直接ご提出いただき、その旨を園へお知らせください。 

 
  ・無償化の認定は、豊川市が行いますので不明な点がある場合は豊川市保育課

へお問い合わせください。 
豊川市子ども健康部保育課 TEL：０５３３－８９－２２７４ 

 
 


